
資料２
財務規程の改正について

第３回尾鷲市地域公共交通活性化協議会
令和８年１月２２日開催



③仲議員（水産農林課）（各漁協の施設整備について）市長 2回目 
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質問年月日 令和７年１２月８日（月） 

質問者   仲議員 

担当課   水産農林課 

質問事項  尾鷲の水産業について 

質問要旨  各漁協の施設整備について、施設老朽化による補助事業の

要望はないのか。 

尾鷲魚市場の水揚げ拡大を図るための員外船誘致などの検

討は進められているか。 

 

【市長答弁】【２回目以降】 

 

それでは、お答えいたします。 

 

施設老朽化による整備についての要望につきましては、現在のところ、

漁協からの正式な要望という形ではいただいておりません。 

 

しかしながら、各施設の老朽化については、各地区の市民懇談会など

においてもご指摘いただいており、私といたしましても、更新の必要性

が高まっていることについては十分認識しております。 

 

一方で、現在の魚市場をはじめとする各漁業施設は、基本的には漁協

が所有する施設であり、その整備は主体となる三重外
がい

湾
わん

漁協の市場
い ち ば

の管

理、整備などの計画に沿った形で進めるべきものであると思っておりま

す。 

 

特に、尾鷲魚市場においては、県が所管する港湾の管理下にあり、市

においても、県とともに、漁協の意向、計画の確認をするなかで、国への

要望、補助申請なども踏まえて、足並みを揃えた協力、支援の体制を整

えてまいります。 

 

 次に、尾鷲魚市場の水揚げ拡大を図るための員外
いんがい

船
せん

誘致などの検討に

ついてお答えいたします。 
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新旧対照表 

○尾鷲市地域公共交通活性化協議会財務規程 

新 旧 

第１条～第１０条 （略） 第１条～第１０条 （略） 

  

別表第１（第４条第１項） 

歳入予算の款、項及び目の区分 

款 項 目 

1 分担金及び負担

金 
1 負担金 1 負担金 

2 国庫支出金 1 国庫補助金 1 国庫補助金 

3 県支出金 1 県補助金 1 県補助金 

4 繰越金 1 繰越金 1 繰越金 

5 諸収入 

1 預金利子 1 預金利子 

2 雑入 1 雑入 
 

別表第１（第４条第１項） 

歳入予算の款、項及び目の区分 

款 項 目 

1 分担金及び負担

金 
1 負担金 1 負担金 

2 国庫支出金 1 国庫補助金 1 国庫補助金 

3 繰越金 1 繰越金 1 繰越金 

4 諸収入 

1 預金利子 1 預金利子 

2 雑入 1 雑入 
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別表第２（第４条第２項） 

歳出予算の款、項及び目の区分 

款 項 目 

1 総務費 1 総務管理費 

1 会議運営費 

2 事務局費 

2 事業費 1 事業推進費 

1 事業推進費 

2 広報公聴費 

3 諸支出金 

1 償還金及び還付加

算金 

1 償還金及び還付加

算金 

２ 返還金 ２ 返還金 

4 予備費 1 予備費 1 予備費 
 

別表第２（第４条第２項） 

歳出予算の款、項及び目の区分 

款 項 目 

1 総務費 1 総務管理費 

1 会議運営費 

2 事務局費 

2 事業費 1 事業推進費 

1 事業推進費 

2 広報公聴費 

3 予備費 1 予備費 1 予備費 
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地域公共交通計画改定業務委託料
支払いスキーム

尾鷲市地域公共
交通活性化協議会

尾鷲市国、三重県 委託業者

④補助金入金

①補助金申請

③委託料
支払い

②委託料を
負担金として
支払い

⑤補助金と
同額の負担金
を返還

３



尾鷲市地域公共交通活性化協議会財務規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、尾鷲市地域公共交通活性化協議会規約（以下「規約」と

いう。）第１２条の規定に基づき、尾鷲市地域公共交通活性化協議会（以下

「協議会」という。）の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （予算） 

第２条 協議会の予算は、尾鷲市および関係団体からの負担金、国からの補助

金、繰越金及びその他の収入をもって歳入とし、協議会の運営及び事業に係

る経費をもって歳出とする。 

２ 協議会の会長（以下「会長」という。）は、毎会計年度予算を調製し、年度

開始前に協議会の承認を得なければならない。 

３ 会長は、第２項の規定により予算が協議会の承認を得たときは、当該予算

書の写しを速やかに尾鷲市長に送付しなければならない。 

（予算の補正） 

第３条 会長は、会計年度の途中において、既定予算に補正の必要が生じたと

きは、これを調製し、協議会の承認を得なければならない。 

２ 前条の規定にかかわらず、特に緊急を要するため、協議会を招集する時間

的余裕がないことが明らかであると認めるとき、会長は、専決することがで

きる。この場合、次回協議会に報告するものとする。 

３ 第１項及び第２項の規定により、承認または報告したときは、前条第３項

の規定を準用する。 

（予算の款、項及び目の区分） 

第４条 歳入予算の款、項及び目の区分は、別表第１のとおりとする。 

２ 歳出予算の款、項及び目の区分は、別表第２のとおりとする。 

３ 会長は、当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第１及

び第２に定める以外の項及び目を定めることができる。 

（予算の流用及び予備費の充当） 

第５条 会長は、歳出予算の流用をしたとき、又は予備費の充当をしたときは、

直後の協議会の会議においてこれを報告しなければならない。 

（出納及び現金等の保管） 

第６条 協議会の出納は、会長が行う。 

２ 協議会に属する現金等は、会長が定める銀行その他の金融機関に、これを

預け入れなければならない。 

（協議会出納員） 

第７条 会長は、協議会の事務局職員のうちから協議会出納員を命ずることが

できる。 
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２ 協議会出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他会計事務をつか

さどる。 

（収入及び支出の手続） 

第８条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続きは、尾鷲市の例により行う

ものとする。 

２ 協議会の出納員は、次の各号に定める簿冊を備え、出納の管理を行うもの

とする。 

（１）予算差引簿 

（２）前号に掲げるもののほか、必要な簿冊 

（決算等） 

第９条 会長は、毎会計年度終了後遅滞なく協議会の決算を調製し、協議会の

監事の監査付した後、協議会の承認を得なければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、規約第１４条により、協議会が解散した場合は、

この限りではない。 

３ 会長は、第１項の規定により協議会の承認を得たときは、当該決算書の写

しを速やかに尾鷲市長に送付しなければならない。 

（補則） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、協議会の財務に関し必要な事項は、

尾鷲市の例により、会長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

 この規程は、平成２０年５月２８日から施行する。 

 平成２０年度については、第２条第２項中「年度開始前に協議会の」とあ

るのは「第１回会議において」と読み替えるものとする。 

  この規程は、平成２０年７月１日から施行する。 
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別表第１（第４条第１項） 

歳入予算の款、項及び目の区分 

款 項 目 

1 分担金及び負担金 1 負担金 1 負担金 

2 国庫支出金 1 国庫補助金 1 国庫補助金 

3 県支出金 1 県補助金 1 県補助金 

4 繰越金 1 繰越金 1 繰越金 

5 諸収入 

1 預金利子 1 預金利子 

2 雑入 1 雑入 

 

 

 

 

別表第２（第４条第２項） 

歳出予算の款、項及び目の区分 

款 項 目 

1 総務費 1 総務管理費 

1 会議運営費 

2 事務局費 

2 事業費 1 事業推進費 

1 事業推進費 

2 広報公聴費 

3 諸支出金 

1 償還金及び還付加算金 1 償還金及び還付加算金 

２ 返還金 2 返還金 

4 予備費 1 予備費 1 予備費 
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